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野田市役所本庁舎等来庁者駐車場貸付先事業者選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 貸付の目的及び内容 

１ 事業概要 

  (1) 件名  

 野田市役所本庁舎等来庁者駐車場貸付 

(2) 事業の目的 

野田市（以下「市」という。）の本庁舎、野田市保健センター、野田市中

央公民館及び野田ガスホール（野田市文化会館）（建物及び敷地をいう。

（以下「市庁舎等」という。）の来庁者等駐車場について、民間のノウハウ

を活用し、有料時間貸駐車場として管理運営を行い、また、駐車場敷地内

においてカーシェアリングを行うことを条件に、駐車場運営事業者（以下

「事業者」という。）に対して、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

238 条の４第２項第４号の規定に基づく行政財産の貸付を行うことにより、

混雑や渋滞の発生を抑制するとともに、環境配慮の観点からカーシェリン

グを導入することにより、利用者の利便性の向上と駐車場の有効活用を図

るため事業者を企画提案により募集する。 

(3) 事業内容 

別紙「野田市役所本庁舎等来庁者駐車場貸付仕様書」のとおり 

(4) 貸付期間 

令和７年９月１日から令和 12年８月 31日まで（60か月） 

① 契約締結の翌日から令和７年８月 31日までを準備期間とし、事業者に

おいては、この期間において本事業に関わる工程計画や施工図、施行

要領書の策定等準備作業を行い、業務を適正に履行できる体制を整え

た上で履行期間開始日までに駐車場管理運営に必要な整備工事を行う

こと。 

② 契約期間終了後に伴う撤去工事については、市が指定する期日までに

対象物件を原状回復した上で、市に返還するものとする。 

③ 事業者が上記の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、市が

原状回復のための処置を行い、その費用の支払いを事業者に請求する

ことができる。この場合において、事業者は何ら異議を申し立てるこ

とができないものとする。 
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(5) 最低貸付料 

① 最低貸付料は月額 1,000円（年額 12,000円）とする。 

なお、見積額が最低貸付料の月額 1,000円を下回った場合は失格とする。 

② 原則として、契約期間中に貸付料の改定は行わない。ただし、地価の著

しい変動、その他正当な理由がある場合は、発注者と事業者の協議によ

り貸付料の改定を行うこととする。 

③ 貸付料は、貸付開始月から発生するものとする。 

④ 貸付料は、１年度分を一括して年度ごとに市が発行する納入通知書で

指定する期限までに納入すること。 

(6) 特記事項 

本事業に関わる設計、整備、運営及び維持管理、修繕等に係る費用につ

いては、事業者の負担とする。（駐車場の舗装及びラインの引き直し及び

貸付対象敷地内にある既設の照明の修繕等は除く。） 

 

２ 対象物件 

件 名 野田市役所本庁舎等来庁者駐車場貸付 

所 在 地 野田市鶴奉７番地の１外 

貸付場所 

本庁舎駐車場 

保健センター駐車場 

野田ガスホール等駐車場 

（別紙１ 平面図のとおり） 

現在の 

駐車台数 

合計 344台 

（内訳） 

本庁舎駐車場         160台（うち障がい者用５台含む。） 

保健センター駐車場    15台（うち障がい者用２台含む。） 

野田ガスホール等駐車場 169台（うち障がい者用５台含む。）      

※ 駐車場入口については、市役所入口交差点からの入庫のみとし、増設につ

いては不可とする。野田ガスホール北側にある搬入口は、一般車両の出入り

はできないよう閉鎖しているため、出入口としての利用はできない。 

※ 自動二輪駐車場及び自転車駐車場は除く。 

※ 本庁舎等来庁者駐車場に設置されている既設のポール型照明（平面図には、

未記載）については、来庁者の安全・防犯対策として使用しているため、市

が直接管理するものとして、対象物件から除く。 

※ 路外駐車場の届出は不要 
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３ 応募者の資格条件 

本件募集に参加する者は次の全ての要件を満たすこと。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該

当しない者であること。 

(2) 法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者である

こと。 

(3) 野田市暴力団排除条例（平成 23 年野田市条例第 30 号）第２条第１号

に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定

する暴力団員等、同条例第９条に規定する暴力団密接関係者と認められ

る者でないこと。 

(4) 千葉県暴力団排除条例（平成 23 年条例第４号）第 23 条第１項又は第

２項に違反している事実がないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用申請をしたときは、同法

に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること及び民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用申請をしたときは、同法に基

づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。 

(6) 手形交換所による取引停止処分を受けたときは、停止処分を受けてか

ら２年を経過していること又は当該企画提案書等提出日前６か月以内

に手形若しくは小切手の不渡りを出していないこと。 

(7) 公営駐車場において、過去５年度（令和２年度から令和６年度）の期間

内にカメラ式有料時間貸駐車場※１の運営管理業務の実績を有している

こと。（駐車場貸付による実施も含む。） 

(8) 公営駐車場において、過去５年度（令和２年度から令和６年度）の期間

内にカーシェアリングの運営管理業務の実績を有していること。（委託、

転貸による実施を含む。） 

(9) ＩＳＭＳ適合性評価制度認証又はプライバシーマークを有すること。 

※１ カメラ式有料時間貸駐車場：フラップやゲート機器を設置せずにカメ

ラが車両情報を読み取ることで駐車車両の入庫時間を把握し、出庫時

に料金精算する方式のもの。 

４ 貸付に関する条件 

(1) 対象物件の用途 

カメラ式有料時間貸駐車場として整備し、機械により管理を行う駐車場

とする。 

(2) 対象物件の仕様方法 

① 駐車場の管理時間は 24時間とする。 
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② 本庁舎等の営業時間帯は、野田市役所本庁舎等来庁者優先駐車場とし

て管理・運営すること。 

③ 上記②以外の利用者については、有料時間貸駐車場として管理・運営

すること。 

(3) 貸付の方法 

   地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の４第２項第４号の規定

に基づく行政財産の貸付とする。なお、貸付契約は民法（明治 29年法律

第 89号）第 601条に基づく賃貸借契約とし、借地借家法（平成３年法律

第 90号）の規定の適用はないものとする。 

(4) 使用上の制限等 

① 事業者は、貸付に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸

し、質入若しくは担保に供し、又は営業の再委託（カーシェアリング

実施に伴う委託や転貸を除く。）若しくは名義貸し等をすることはで

きない。 

② 事業者は、対象物件の使用に当たり、この土地の形質を変改すること

はできない。ただし、あらかじめ市から書面による承認を受けたとき

は、この限りではない。 

③ 事業者は、対象物件及び設置した工作物を来庁者優先駐車場及び有料

時間貸駐車場以外の目的に使用することはできない。 

④ 事業者は、対象物件の土地に建物を設置することはできない。 

(5) 事業者の義務 

① 事業者は、善良なる管理者の注意をもって対象物件を使用すること。 

② 事業者は、対象物件を使用して行う事業に伴う一切の責任を負うこと。 

③ 事業者は、発注者が対象物件の管理上必要な事項を事業者に通知した

場合は、その事項を遵守しなければならない。 

④ 事業者は、対象物件の使用に当たっては、近隣住民の迷惑とならない

よう十分に配慮しなければならない。 

(6) 契約の解除 

次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。また、この

場合、発注者又は第三者に損害を与えたときは、全て事業者の責任でその

損害を賠償しなければならない。 

① 事業者が(4)記載事項に違反、又は(5)記載の義務を果たさない場合 

② 事業者が貸付期間開始日までに、有料時間貸駐車場を開設しなかった

場合 
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①、②の事項に伴う契約解除の際には、事業者は貸付料（年額）の１

０分の１に相当する額を違約金として発注者に支払い、発注者は既納の

貸付料を返還しない。 

(7) 損害賠償 

① 事業者は、その責目に帰すべき理由により、対象物件の全部又は一部

を滅失し、若しくは毀損したときは、損害額に相当する額を損害賠償

として支払わなければならない。ただし、事業者が自己の負担により

対象物件を原状に回復した場合は、この限りではない。 

② 事業者は、対象物件の使用に当たり、市又は第三者に損害を与えたと

きは、全て事業者の責任においてその損害を賠償しなければならない。 

(8) 貸付期間終了時の条件等 

① 事業者は、貸付期間が満了したとき、又は(6)により貸付を解除された

場合は、直ちに自己の負担で対象物件を現状に回復して返還しなけれ

ばならない。 

② この場合、事業者は発注者に対し返還に伴って発生する費用及び立退

き料等一切の請求をすることができない。 

③ 対象物件の原状又は本市の指示する状態への回復については、開庁時

は対象物件を閉鎖せず運用を継続する必要があることから、駐車場運

営に支障がないようにするとともに、新たな事業者がいる場合は速や

かに協議・引継ぎ等を行うこととする。なお、現状設置されている看

板等を新事業者が修正加工して使用する等、利用者の利便や設置費等

で合理的な継続使用を希望する場合は、新旧事業者で調整のうえ市と

協議を行うこととする。 
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第２ 応募の手続き等 

１ 基本的な考え方 

(1) 対象物件を来庁者優先駐車場及び有料時間貸駐車場（コインパーキング）

として使用する事業者を前提に公募する。 

(2) 選定に当たっては、企画提案方式により、提案の内容及び応募者の実績

経営基盤等を総合的に審査し、最も優れた評価を得た応募者を事業者と

して決定する。 

 

２ 応募の手続き等 

(1) 事務局 

 事務局は、次のとおりとする。 

事 務 局 野田市総務部管財課 

所 在 地 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉７番地の１ 

電  話 04-7199-4958（管財課管財係直通） 

メールアドレス kanzai@mail.city.noda.chiba.jp 

(2) スケジュール  

スケジュールは次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により変更

することがある。 

事  項 日  程 

募集要項・仕様書等の公表（公告・HP） 令和７年５月19日（月） 

質問書の提出期限 令和７年５月26日（月） 

質問書に対する回答期限 令和７年５月28日（水） 

参加申込書及び企画提案書の提出期限 令和７年６月９日（月）まで 

プレゼンテーション実施日 令和７年６月16日（月） 

審査結果の通知 令和７年６月中旬頃（予定） 

契約予定日 令和７年６月下旬頃（予定） 

駐車場オープン（カーシェアリング開始） 令和７年９月１日 

 

  

mailto:kanzai@mail.city.noda.chiba.jp
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(3) 応募方法 

① 実施要領・仕様書の配布 

配布期間 令和７年５月 19日（月）から令和７年６月９日（月）まで 

配布方法 市ホームページからダウンロードによる。 

市ホームページＵＲＬ https://www.city.noda.chiba.jp/ 

② 質疑・回答 

質疑は、質疑書（様式２）により電子メールにて事務局に送付するこ

と。また、回答はとりまとめの上、市ホームページで公開する。 

なお、公正を期するため、企画提案等に関する質疑は電子メールのみ

で受け付けし、電話などによる個別の質疑は受け付けない。なお、質疑

回答書は、本要領の追加変更又は修正として、実施と同等又は置き換え

るものとする。 

ア 受付期限 令和７年５月 26日（月）午後５時まで 

イ 回 答 日 令和７年５月 28日（水） 

ウ そ の 他 電子メールにおける表題は【質疑書：野田市役所本庁舎

等来庁者駐車場貸付】とし、様式２を添付の上、事務局

宛に送信すること。また、提出後は電話にて着信の確認

を行うこと。発注者は誤信などトラブルの責任を負わな

いため、送信には十分に注意すること。 

③ 応募申込書の作成・提出 

ア 本募集への参加を希望する事業者は、応募申込書（様式１）及び申

立書（様式４）を事務局まで直接持参又は郵送（事務局必着）によ

り提出すること。 

  提出期限 令和７年５月 26日（月）から 

       令和 7年６月９日（月）午後４時まで（土日除く。） 

イ 持参する場合は、平日（土日を除く）の午前９時から午後４時まで

の時間帯に提出すること。 

ウ 郵送の場合は、書留郵便によることとし、封筒の表面に「野田市役

所本庁舎等来庁者駐車場 参加申込書類在中」と朱書きすること。 

エ 送付は応募者負担とし、受取人払いについては受け付けない。また、

市は郵送中の遺失、破損、遅延などの責任を負わない。 

【添付書類】 

ア 納税証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの。原本）・国税

の納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明

書）・法人市民税の納税証明書（最新事業年度のもの） 
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イ ＩＳＭＳ適合性評価制度認証又はプライバシーマークを有するこ

とが確認できる書類の写し 

④ 企画提案書等の提出 

ア 提出方法等 

(ｱ) 事業者は、下記ウの提出書類を下記イの提出期限内に事務局ま

で直接持参又は郵送（事務局必着）により提出すること。 

(ｲ) 持参する場合は、平日（土日を除く）の午前９時から午後４時ま

での時間帯に提出すること。 

(ｳ) 郵送の場合は、書留郵便によることとする。 

送付は応募者負担とし、受取人払いについては受け付けない。ま

た、市は郵送中の遺失、破損、遅延などの責任を負わない。 

イ 提出期限  令和７年５月 26日（月）から 

        令和７年６月９日（月）午後４時まで 

ウ 企画提案書等の提出 

応募者は、募集要項及び仕様書、質問の回答を熟読し、仕様書等の目

的及び期待される効果等を踏まえ、次に掲げるものを「企画提案書」と

して提出すること。 

また、様式は野田市ホームページからダウンロードすること。 

【提出書類】 

提案書類は「企画提案書（様式３）」、「事業者概要書（様式５）」及び

「見積書（様式６）」をまとめて１部の「企画提案書」とし、正本１部、

副本８部を提出すること。 

企画提案説明書（任意様式）には、４審査及び選定方法（２）審査基

準の評価項目について漏れなく記載すること。 

  

⑤ 提出書類作成の留意事項 

企画提案説明書については、次の事項を遵守すること。 

ア 企画提案は、１者１提案とする。 

イ 企画提案説明書は、Ａ４版縦、両面カラー印刷、20ページ以内（表

紙・裏表紙・目次を除く）、下部中央にページ番号を記入し、長辺

を綴じること。なお、一部、Ａ３版を使用する必要がある場合は、

片面印刷として片袖折にして綴じこむこと。 

ウ 企画提案書等の作成及び提出に要した経費は、すべて参加者負担

とする。 



9 

 

エ 郵送の場合は、提出期限までに管財課に到達したものに限るので、

必ず到達の有無を電話で確認すること。 

 

３ プレゼンテーションの実施 

参加者を対象に次のとおりプレゼンテーションを実施する。なお、欠席し

た場合は、参加を辞退したものとみなす。 

(1) 実施日 令和７年６月 16日（月）午後予定  

※ 開催日時等の詳細は、参加者宛に通知する。 

(2) 実施場所 後日通知する。 

(3) 参加人数は４名までとする。なお、今後実務を担当することになる者を

同席させること。 

(4) １者の持ち時間はプレゼンテーションに 20 分、質疑応答に 20 分の合

計 40分とする。なお、事前準備、後片付けの時間は含まない。 

(5) プレゼンテーションの際、プロジェクター、スクリーン及びケーブル

（ＨＤＭＩ）は用意するが、それ以外の必要な機材は参加者が用意する

こと。 

(6) プレゼンテーションは提出した企画提案書により行うこととし、追加

の資料配布は認めない。  
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４ 審査及び選定方法 

(1) 選定方法 

企画提案書の審査及び選定は、野田市役所本庁舎等来庁者駐車場貸付

先事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置して、本実施

要領で定めた基準及び審査方法により、企画提案書について総合的に審

査を行い、その結果に基づいて最高得点者を本業務の契約候補者として

選定する。なお、「企画提案書」を提出した者が１者の場合でも審査を実

施し、選定の可否を決定する。 

(2) 審査基準 

下記の「① 評価内容と配点」及び「② 評価点」に従い評価、採点し、

選定委員１名当たり 130 点満点、合計 780 点満点で各委員の総合評価点

が最も高い得点を得た参加者を契約候補者として選定する。また、総合評

価点の最高得点者が２者以上あるときは、「価格に関する事項」の評価点

の高い者を第１位候補者とし、それも同点の場合は抽選とする。ただし、

候補者となっても、見積書（価格評価点）以外の評価点（満点 720点）の

60％(432点)を超えない場合は失格とする。なお、審査基準は次のとおり

とする。 

① 評価内容と配点 

  評価項目 配点 

駐
車
場
に
関
す
る
こ
と 

１ 価格に関する事項（貸付料） 10 

２ レイアウト 

・精算機、看板等の駐車場設備の設置場所と主な表示内

容、寸法、特徴を記載 

10 

３ 運営方法 

・管理体制や運営能力 

・公共施設における有料貸駐車場の運営実績（過去５

年） 

・安全対策 

・不正車両及び放置車両の取扱い 

・個人情報の取扱い（車両ナンバーは個人情報に含む。） 

20 

４ 危機管理に関する事項 

・設備機器が使用できない場合の対応 

・不具合等による機器不作動の場合の対応 

・利用者、近隣住民等からの苦情処理体制 

・駐車場管理運営経験から想定されるトラブル対応 

20 
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  評価項目 配点 

・災害発生時の対応等 

５ 維持管理 

・利便性や安全性を損ねないための計画的な維持管理体

制の構築 

20 

６ 利便性 

・キャッシュレス決済の対応 

・釣銭切れの対応 

10 

７ 料金体系 

・駐車料金及び設定根拠、割引処理方法 

10 

 

８ 分析等 

・利用状況（利用者数、有料利用者数等）を報告できる

か。（利用者数等については公表することがある。） 

10 

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
関
す
る
こ
と 

１ 利用方法 

・予約、開錠、運転、施錠、返却、支払等 

・料金体系 

5 

２ 危機管理に関する事項 

・苦情又は問合せをしたい利用者に対しての周知方法及

び対応人員及び体制 

・利用者の安全面で配慮があるか 

・個人情報の取扱い 

5 

３ カーシェアリングの実績 

・自治体の公共施設において、自社（委託先、転貸先含

む。）のカーシェアリングの実績（過去５年） 

・野田市内でのカーシェアリング運営状況（令和７年４

月１日時点） 

5 

４ 環境配慮 

・環境に配慮した車両か 
５ 

合   計 130 
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② 評価点 

 評価基準 得点 

Ａ 特に優れている 20点 10点 ５点 

Ｂ 優れている 16点 ８点 ４点 

Ｃ 標準的である 12点 ６点 ３点 

Ｄ やや劣っている ８点 ４点 ２点 

Ｅ 劣っている ４点 ２点 １点 

※ 価格に関する事項を除く 

(3) 失格要件 

次の要件に該当すると認められる場合は、失格とする。 

① 参加者が本要領において定める資格要件を満たしていない。 

② 企画提案書等の内容及び貸付料、本要領において定める要件を満たし

ていない。 

③ 企画提案書等に不備（軽微な場合を除く。）又は虚偽の記載がある。 

④ ２案以上の企画提案が行われた場合 

⑤ その他、選定委員会において不適当と認められた場合。 

(4) 選定結果通知 

選定結果は、電子メールで通知する。なお、選定結果に対する一切の異

議申立ては受け付けない。 

(5) 契約の締結 

契約候補者と業務に係る随意契約の見積徴収、企画提案書、仕様書等の

契約交渉を行うものとする。ただし、契約候補者に事故等があり、見積書

等の徴取が不可能となったときは、次順位者を契約交渉、見積徴収の相手

方とする 

 

５ その他 

(1) 審査書類等は特別の場合を除き返却しない。また、審査書類は原則非公

開とするが、本案件に係る情報公開請求があった場合には、野田市情報公

開条例に基づき開示する場合がある。なお、開示に支障がある場合は、あ

らかじめ申し出ること。 

(2) 提出期限以後の企画提案書の修正は認めない。ただし、軽微な誤り等を

修正するもので、本市が指示するものは除く。 

(3) 協力事業者等を置く場合は、協力事業者等に本業務の全部を委託し、又
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は請け負わせないこと。 

(4) 参加申込後にやむを得ず参加申込を辞退する場合には、速やかに辞退届

（様式７）を野田市に書面で提出すること。 

 

６ 問合せ先 

野田市 総務部 管財課 管財係 

所在地 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉７番地の１ 

電 話 04-7199-4958（管財課 管財係 直通） 

メールアドレス kanzai@mail.city.noda.chiba.jp 

  

mailto:kanzai@mail.city.noda.chiba.jp
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別紙１ 

貸付対象

駐車場 

平面図 

コミュニティバス

（まめバス） 

の一時待機所 コミュニティバス

（まめバス） 

の停留所 


